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  ＦＡＸ   052-951-6881  
  Ｅメール info@hodohigai-tokai.gr.jp 

「報道被害者支援ネットワー

ク・東海」は４月16日、今年度の
総会とシンポジウムを、名古屋市

中区伏見の「なごやボランティア

・ＮＰＯセンター」で開いた。 

総会の活動報告では、相談件数

が２件と予想より少なめだったこ

とや、ホームページの開設、メデ

ィアが刑事事件の少年被告の似顔

絵を報道したことへの抗議とその

成果などを紹介した。 

シンポジウムは、松本サリン事

件の報道検証ビデオを生徒ととも

に制作した長野県の高校教諭・林

直哉さんの講演をもとに、報道被

害を未然に防ぐ方法などを探った

。  

ネット東海 

２年目のシンポ 

■相談は、わずかに２件  

 会は７月20日にホームページを

開設し、メールで相談できるように

した。相談の１件は報道内容に関す

るもので、当ネットの弁護士がサ

ポートして相談者本人が当該のメ

ディアと話し合い、メディア側はよ

り慎重な報道・取材を表明した。  

「取材される側のコーディネーター役が

必要」とゲストの林直哉さん 

 http://www.hodohigai-tokai.gr.jp 

報道被害、様々な意見をＦＡＸにてお寄せください 

＊投稿規程＊ 
住所・氏名・電話（ＦＡ

Ｘ）番号、会員であれば

その旨を原稿に明記し

てください。 

原稿は８００字程度。 

【注意事項】 

趣旨を変えない範囲で

原稿に手を入れること

があります。 

原稿は返却いたしませ

ん。 

応募は郵送・ＦＡＸ 

・Ｅメールにて 

※住所・ＦＡＸ番号 

 ・Ｅメールアドレスは 

  巻頭参照 
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 もう１件は検討した結果、報道
被害の対象にならないと判断

し、相談者には今後の考え方を

アドバイスした。 

 会員による例会を「新聞週間

の特集紙面」や「佐世保同級生

殺害事件報道」などをテーマに

３回開き、少年の似顔絵報道に

ついての学習会も行った。また

他の市民グループとともに「イ

ラク人質バッシング」の報道を

めぐるシンポジウムなどを開

催、そのもようをホームページ

や年２回発行したニュースレ

ターで報告した。 

 電話相談は件数が少ないた

め、3月30日から当面休止する

ことにした。  
 

■コーディネーター役は弁護士

が適任  

 シンポジウムでは林さんが

「マスメディアを利用する市民

を育てよう－報道被害は攻めの

姿勢で防止する」のタイトルで

講演。松本サリン事件を題材に

話を始めた。林さんは1995年の

春にマスメディア側が事件発生

当時の報道を謝罪した後、報道

被害に遭った河野義行さんの３

人のお子さんが通っていたそれ

ぞれの学校の教頭にインタ

ビューした。その1人はメディ

ア取材の体験を披露してくれた

が、夜の12時を過ぎてから電話

をかけてきて、子どものクラブ

や趣味を聞いてきた。「電話で

は答えられないし、あなたが記

者だと分からない」と言って切

ろうとすると「ふざけんじゃな

い」と怒鳴られたという。林さ

んはその後、事件を取材した記

者たちにインタビューをして番

組を作っていった。 

 林さんは以前勤めていた学校

の補習授業で、事実と違うこと

を新聞で書かれたことがあり、

メディアの取材に対応するコー

ディネーター役の必要を痛感す

るようになった。多くの市民は

マスメディアが中立で真実を報

道しているという幻想を持って

いるが、ニュースの流れなどマ

スメディアの構造や特性を知

り、メディアを積極的に利用す

るノウハウなどのプログラムの

作成を提案した。そのコーディ

ネーターには法律的なバック

アップができ安心感を与えられ

る弁護士が適任だと述べた。 

 報道被害は「事件から３日で

決まってしまう」とし、「問題

の中に能動的に入っていき、事

前に防ぐような在り方をつくり

出す論議をこの場に期待した

い」と結んだ。  

リン事件で河野義行さんの相談

に応じた弁護士・永田恒治さん

が「河野さんを真っ黒に書きた

てたメディアは何一つ変わって

いない。事件当時はメディアを

利用するような状況でなく、河

野さんの子どもとともに対策を

夜中まで考える毎日だった」と

苦しい日々をふり返った。  

 「読売新聞のある若手記者

は、毎日議論をして事件報道に

疑問を持つようになり、３カ月

後に検証記事を書いた。３年ほ

どで記者をやめ司法を志したと

聞いた。研鑚や追及をすること

は人をつくると感じた」と語っ

た。  

■河野さんを支えた弁護士  

 シンポジウムでは、松本サ

■多彩な人材を生かしたい  

 元中日新聞記者の岩崎建弥

さんは「今年は戦後60年。市民

社会は成長したが、メディアの

方は戦争中どういう位置にあっ

たかの反省を忘れ、目の前の現

象を追うばかりだ。メディアや

ジャーナリストといった言葉は

市民に定着していない。１年間

相談の電話がないのはある程度

予想したことだが、理解される

仕掛けをつくりしつこく続けて

いくべきだ」と述べた。  

 日本福祉大教員の加藤悦子さ

んは「報道被害に遭った人がど

んな状態にいるかを想像する

と、電話、ファクス、ホーム

ページの相談方法は甘かったと

反省。支援ネットワークにはい

ろいろと専門的な力を持った者

がいるので、お互いそれを把握

して『こんなことができます』

と、事件の第一報を聞いたとき

に駆けつけることも含め、役割

をアピールできれば」と具体的

な構想を提案した。  

河野さんを支えた弁護士の永田

恒治さん 
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公判報道で苦痛再び 
奈良・女児誘拐 

殺人の被害者両親 

 奈良市の小学１年女児が誘拐殺害さ

れた事件の初公判が4月18日、奈良地裁で
開かれた。 コメントを求められた被害

者の両親の言葉は「マスコミに対する不

信感をぬぐい去ることはできません」と

きわめて厳しいものだった。  

 公判で読み上げられた両親の調書でも

「自宅に戻ると報道陣がたくさんいて、

なぜそっとしておいてくれないのか」

（父親）、「報道陣が家の周りにたくさ

んいた。長女をさらし者にしたくないと

いう思いで、自宅に連れてくるのをあき

らめた」（母親）と、マスコミ取材で受

けた被害が紹介された。 

 事件が発覚した日の取材に対しても両

親は、憤りをあらわにして取材を拒否し

ている。両親は、カメラのフラッシュや

ヘリコプターの旋回音、取材時の空き缶

やたばこのポイ捨てのマナーの悪さを挙

げ、「私たちの心情をご理解いただき、

取材活動を控えていただきたい。報道機

関から直接、手紙を受け取り精神的苦痛

を受けている」と話した。  

 関西地区の主要新聞で、このコメント
を公判翌日の紙面に掲載したのは、読売

と京都、神戸の各新聞だった。読売はコ

メント全文を第３社会面に載せ、その下

に「遺族感情に配慮した取材を進め、今

後も節度をもって行います」と釈明文を

掲載した。京都、神戸は両親の調書要旨

と並べる形で掲載。朝日、毎日、産経の

朝刊紙面には掲載がなかった。読売、京

都、神戸新聞の記事によると、両親のコ

メントは事前の取材申し込みに対し、奈

良県警記者クラブを通じて発表したとの

ことだから、クラブに加盟している朝

日、毎日、産経各紙も掲載する道義的責

任はあったのではないのか。  

 私自身この事件ではないが、被害者の
関係者に対する取材を命じられたことが

あったが、ほとんどの人は取り乱したり

泣き叫ぶばかりで、話など聞ける状態で

はなかった。話し掛けるのもはばかられ

るというのが、現場の実態だ。今回の事

件でも各紙とも「自宅はひっそりと静ま

り返ったまま」といったようなリポート

しかなく、実際は何も取材ができなかっ

たことを物語っている。何と無駄なこと

をしていることか。  

 悲しい目に遭っている人は、そっとし
ておくのが思いやりというものだ。マス

メディアは世の中の常識に沿った報道に

立ち返り、読者や視聴者の信頼を回復せ

ねばならない。  

（会員・山本）  

 「報道被害ネット東海」が毎週水曜日午後

4時～6時に行っていた電話相談を、3月末を

もって、当面お休みすることになりました。

相談電話の利用がかんばしくなく、先の総会

でも休止が了承されました。  

 今後は、Eメール、ファクス、手紙によっ

て相談に供えることにしたいと思います。  

 Eメールの問い合わせは下記ＵＲＬの相談

窓口から。ファクスの専用ダイヤルは052-

951-6881。郵送先は〒460-0002 名古屋市

中区丸の内3の2の29 ヤガミビル 愛知総

合法律事務所気付「報道被害者ネットワー

ク・東海」 

http://www.hodohigai-tokai.gr.jp   

■□■「電話相談」当面お休み■□■ 
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被害者等基本法の光と影 
＊投稿規程＊ 
住所・氏名・電話（ＦＡＸ）番号、

会員であればその旨を原稿に明

記してください。 

原稿は８００字程度。 

【注意事項】 

趣旨を変えない範囲で原稿に手

を入れることがあります。 

この欄は会員や希望者に

よる投稿コーナーです。

投稿への反論も歓迎です   

応募は郵送・ＦＡＸ・Ｅメールにて 
※住所・ＦＡＸ番号・Ｅメールアドレ  

  スは巻頭参照 

（依頼投稿者・山本邦晴） 

 「犯罪被害者等基本

法」が昨年12月に国会で成

立し、この４月１日に施行

された。  

 同法は犯罪被害者やその

家族の「権利権益の保護が

図られる社会の実現」（前

文）に向け、国や地方公共

団体に責務があるとし、基

本的施策を定めたものだ。  

 事件報道における取材や

表現に影響を及ぼす可能性

のある条項を含んでいるこ

とには注意しておいた方が

よい。 

 同法は前文で、犯罪被害

者は「犯罪等による直接的

な被害にとどまらず、その

後も副次的な被害に苦しめ

られることも少なくなかっ

た」としている。 犯罪に

遭ったことによる精神的衝

撃や働き手を失ったり、仕

事に就けないなどの経済的

困難を主に指すことと思う

が、犯罪の二次被害として

取材や報道による迷惑や風

評を挙げる調査もあり、取

材・報道がまったく無関係

とは言い切れない。  

 第６条では国民の責務と

して「犯罪被害者の名誉、

または生活の平穏を害する

ことのないよう十分配慮す

るとともに、国及び地方公

共団体が実施する施策に協

力するよう努めなければな

らない」としている。これ

は犯罪被害者やその家族

を、集団で取り囲むような

取材の自粛を想像させる

し、被害者の実名や住所な

どの表記も十分な考慮が必

要になる。報道機関が国や

地方行政組織の指示に従う

よう求められる可能性もあ

る。  

 第15条（安全の確保）は
「国及び地方公共団体は犯

罪被害者等に係わる個人情

報の適切な取り扱いの確保

等必要な施策を講ずる」と

あり、これまでのように警

察のレクチャーでほぼ自動

的に被害者の氏名住所が発

表されることはなくなるか

もしれない。  

 実際に尼崎市で起きたＪ

Ｒ福知山線事故で、兵庫県

警は死者の氏名を遺族の了

解を得てから発表したとも

聞く。事故の犠牲者ですら

こうした傾向になっている

のだから、犯罪被害者の場

合は、氏名の扱いがさらに

厳格になることが予想され

る。  

 ただ、権力や行政機関の

いたずらな情報隠しといっ

た恣意的な運用には、報道

側は当然目を光らせる必要

がある。  

 いずれにしても、これま

でのマスコミの取材スタイ

ルが通用するとは考えない

方がよさそうだ。読者・視

聴者の生活に有用な情報を

提供するという報道の使命

に立ち返って、犯罪被害者

に対する取材がなぜ必要な

のか根本から問われねばな

らない。  

！！ あなたの意見をお寄せください ！！ 
 会員に限らず当通信への投稿を歓迎します。

報道被害に関係するものなら何でも結構です。

字数は800字程度、住所、氏名、電話（ファク

ス）番号を明記。郵便、ファクス、メールなど

でお送りください。論旨を変えませんが、読み

やすく文章に手を入れることがあります。  
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新聞社に訴訟の嵐を 

 報道被害者支援の方法

として、一つの提案があり

ます。これは「ロス疑惑事

件」で報道被害を受けた三

浦和義さんから聞いた方策

です。 

 そもそも報道被害が起こ

るのは、マスコミのいいか

げんな報道姿勢が原因で

す。購読している新聞が、

ウソの報道をしていること

を発見した場合に、その新

聞社を相手に慰謝料を請求

するのです。 

 ウソの報道ならなんでも

いいのですが、特にいいの

は報道被害にあったケース

です。例えば自分が警察署

で取り調べを受けた際に、

自分が言っていないことを

自供したとして報道された

場合など。また被疑者の名

前や年齢が間違っている場

合もＯＫです。とにかく間

違った報道を見つけたら、

それを指摘して訴訟を起こ

すのです。 

 根拠は、購読者は真実の

報道を受け取ることを前提

に購読しているわけだか

ら、ウソの報道をされた場

合には「精神的苦痛を伴っ

た」と主張できると思うの

です。請求額は１万円で結

構です。悪質なウソに対し

ては、例えばある新聞の全

国の購読者にメールで呼び

かけて、各地でいっせいに

訴訟に持ち込む、という方

法があります。この場合に

は、誰かが訴訟の方法を

メールで指南してあげれ

ば、各地で訴訟に参加する

人は助かります。 

 本人訴訟をすれば原告の

費用は１件あたり3千円く

らいですが、被告の新聞社

は１件あたり数10万円の訴

訟費用を負担することにな

り、経済的にも大きな負担

になります。これが各県の

地裁にいっせいに訴訟を起

こされるわけですから、新

聞社はたまったものではあ

りません。 

 裁判では、報道が真実で

あったことを新聞社が証明

しなければいけませんが、

そもそもウソの内容を真実

だと証明できるわけはな

く、勝訴は確実です。 

 三浦さんは自身に降りか

かった被害報道を本人訴訟

で約6百件闘い連戦連勝。

使い切れないくらいの損害

賠償を受け取ったとのこと

です。 

 ちょっと乱暴な意見かも

しれませんが、皆さんはど

う思われますか。 
（参考文献・三浦和義著「弁

護士いらず」） 

（投稿者・津田秀一） 

＜A＞４月以降、記者の方から、公共機関が
個人に関わる情報を（氏名を含めて）出さな

くなり、取材がやりにくくなっているという

話を聞きました。事件・事故で救急車で運ば

れた人の氏名を消防に聞いても、教えてくれ

なくなったと言ってました。個人情報保護法

の施行の影響だそうです。メディア規制条項

は修正されましたが、このような形で報道へ

の影響が出ているようです。  

＜B＞なるほど、個人情報保護法の影響です
か。確かに、私の職場でも、こんなところで

こんなことも？ と驚くような対応を見聞き

します。過剰反応な気もします・・・。罰則

があるということが公共団体・企業をこれほ

どまでに、ピリピリさせることにつながって

いるのでしょうか？  

＜A＞JR福知山線事故で、今後心配なのは運

転士に関する報道です。今、一番つらいの

は、運転士の家族かもしれません。  

＜B＞昨日、たまたまワイドショーで”車掌
の妻”のインタビューをやってました。顔

こそ隠していましたが、なんだかとっても

他人事のような口調に聞こえて、見ている

私の方がハラハラしてしまいました。  

 亡くなられた方の中に氏名の公表をされ

ず、匿名としている方が数名ありました。

理由のひとつには、報道被害を想定されて

ことなのだろうと、悲しみの中にもさらに

ご苦労があるのだと感じました。  

 もし、これが名古屋での事故だった

ら・・・・。当ネットは何かできるので

しょうか？先日のシンポを踏まえて考える

と、何かをすべきなのでしょうか？  

 

《
会
員
の
メ
ー
ル
交
信
か
ら
》 
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「似顔絵」で返礼ファクス 

 「報道被害ネット東海」では、幼児虐

待死事件（少年逆送事件）の名古屋地裁

初公判で、メディアが雇用した画家ら

が、傍聴席最前列で筆音を響かせて、少

年の似顔絵を描かせ、テレビや新聞紙面

に使用した件で、「被告人の適正な裁判

を受ける権利」を侵害したとして、その

後の善処を申し入れてきました。 

 そして判決当日にも「同様な事態を招

きかねない」と、再び申し入れを行いま

した。その結果、「概して自粛が守られ

た」として、下記のような声明を司法記

者クラブに送付しました。  

司法記者クラブ御中  

 

 ファックスで失礼いたします。  

 私たち「報道被害者支援ネットワーク・

東海」は、過日「少年似顔絵報道に関する

要望」を再度お送りしたこともあって、去

る１９日に名古屋地方裁判所で行われた、

少年の４歳児傷害致死事件の裁判に関する

取材・報道に注目しておりました。拝見し

たところ、テレビ１社のほかは似顔絵を報

道したメディアはなく、落ち着いた報道に

なっていたように感じられました。また、

その内容も、判決に基づいて事件の背景を

探ろうとする報道となっていたように見受

けました。私たち「報道被害者支援ネット

ワーク・東海」は、今回の裁判の報道がこ

のようなものになったことを歓迎しており

ます。マスメディアの皆さまのご努力に敬

意を表するとともに、人権への配慮をあら

ためてお願いいたします。  

2005年4月22日  

「報道被害者支援ネットワーク・東海」  

 先の総会開催を機に、当会も2年目に活動の

コマを進めます。つきましては、会員の継続

と新規加入の受け付けを行っています  
 年会費は正会員3000円、賛助会員1口1000

円。郵便振込口座「報道被害ネット東海」 

＝口座番号00840-4-203422  
 ※今後の会の運営がかかっています。 

  ぜひ、ご協力のほどお願いします。  

名古屋でメディアリテラシー教育研究会中部支部例会  
 メディアリテラシー教育、実践者として活躍の中村純
子（すみこ）さん（川崎市立宮前平中学校／国語メディ

ア研究会）がゲスト。ビデオ教材を用いた授業を模擬授

業を含めて具体的に発表する。 

 ６月11日（土）13:30～17:00 名古屋法律経済専門学

校１号館（金山総合駅南口徒歩１分） 参加費1.000円  

 申し込みは、事前にメールで水野恵さん（愛知産業大

学三河中学校教諭 勤務先は〒444-0005 岡崎市岡町原

山12-10） megumi@asu.ac.jp まで。  

 隔月に例会を開いています。会員は自由に参

加できます、是非のぞいてください。問題があ

る報道の分析や時折々のテーマを設定して、気

軽に議論を交わしています。 

 日時と場所は、奇数月の第3火曜日午後6時30

分から、名古屋市昭和区の日本福祉大名古屋

キャンパス（地下鉄「鶴舞」駅から3分）の会議

室です。参加費は無料。  

「報道被害ネット東海」例会へのお誘い  

「報道被害ネット東海」会費納入のお願い  

▽「待っていては報道被害の情報はやって来な

い」。 “開店休業状態”の電話相談に対する結論

が、こうもたらされた。そして「報道被害対策に

は、こちらから出向いて対応すべき」とも  

▽先のシンポで一つの結論が出た。「待ってい

る」のは“殿様商売”なのか。しかし、それは分

かったが、間髪を入れずに出掛けるほど会員に余

裕があるのか。周囲を見渡すといずれも、お忙し

い人ばかりだ▽次は、それをどうクリアするか

だ。（恒）  


